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ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ 

 
当社は、平成 15年 6月 11日開催の取締役会において、商法 280条ノ 20、280条ノ 21の規
定および平成 15年 5月 22日開催の当社定時株主総会の特別決議に基づき、ストックオプショ
ンとして発行する新株予約権の具体的な内容を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせ

いたします。 
 

記 
 
１．新株予約権の発行日 
平成 15年 6月 18日 

２．新株予約権の発行総数 
 3,000個 
３．新株予約権の発行価額 
   無償 
４．新株予約権の目的たる株式の種類および数 
   当社普通株式 3,000,000株 
５．新株予約権の行使に際しての払込金額（権利行使価額） 
   未定（平成 15年 6月 18日に確定する。） 
   新株予約権の目的たる株式 1株あたりの払込価額は、新株予約権を発行する日の属する
月の前月の各日（取引が成立しない日を除く。）における大阪証券取引所における当社株

式普通取引の終値の平均値に 1.05 を乗じた金額とし、これにより生じた 1 円未満の端
数は切り上げる。ただし、当該金額が新株予約権発行日の前営業日（当日に取引がない

場合は、その日に先立つ直近日）の終値を下回る場合は、新株予約権発行日の前営業日

の終値とする。 
６．新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の総額 
   未定（平成 15年 6月 18日に確定する。） 



７．新株予約権の行使により新株を発行する場合におけるその新株の発行価額中資本に組入れ

る額 
(1) 本件新株予約権の行使により当社が新株を発行する場合における新株 1 株あたりの発
行価額（以下「1 株あたり発行価額」という。）中資本に組入れる額とは、1 株あたり
発行価額に 0.5 を乗じた金額とし、計算の結果 1 円の端数を生じる場合はその端数を
切り上げた額とする。 

(2) 1株あたりの発行価額は、権利行使価額とする。 
 
８．新株予約権の割当対象者およびその人数 
   当社の取締役、監査役、従業員 計 79名 
 
 
（ご参考） 

1. 定時株主総会付議のための取締役会決議日  平成 15年 4月 11日 
2. 定時株主総会の決議日           平成 15年 5月 22日 
3. 新株予約権の行使期間           平成 17年 7月 1日から 

             平成 25年 6月 30日まで 
 
 

以  上 


